
大 会

人口減少と

日時  ■    2025年 11月17日□月
　　　13︓00～16︓50
会場  ■    岐阜グランドホテル ロイヤルシアター
主催  ■    全国環境整備事業協同組合連合会
共催  ■    公益社団法人 岐阜県浄化槽連合会



１３：００ 

開 会 

主催者の主張 玉川 福和 

１３：２０ 

講 演 

 地方から創る新しい日本の形 ～安心と挑戦の岐阜県を目指して～ 

岐阜県知事 江崎 禎英 様 

１４：３０ 

パネルディスカッション 

パネリスト 郡上市長 山川 弘保 様 

岐阜県議会 議員 国枝慎太郎 様 

岐阜県議会 議員 牧田 秀憲 様 

公営企業アドバイザー  遠藤 誠作 様 

主催者 玉川 福和 

１６：５０ 

閉 会 

次  第 
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人口減少と戸別下水道 

三十数年前、当時の梶原知事より、「合併浄化槽を“戸別下水道”として位置づけ

てはどうか」との提案を受けた。 

しかし当時は、浄化槽の維持管理体制が十分に整備されておらず、時期尚早と判断

せざるを得なかった。 

その後、らくらく一括契約制度や清掃前点検、水質管理グラフの導入、さらにはデ

ジタル配信の活用など、管理体制の高度化を進めてきた。 

現在、らくらく契約率は県平均で 96％に達し、維持管理の適正化において全国で

もトップクラスの成果を上げている。 

利用者の理解と協力も大きく進展し、かつての課題は着実に克服されつつある。 

人口減少が進む今こそ、限られた財源の有効活用と税負担の公平性を確保するた

め、既存の枠組みを見直す勇気が求められる。 

管路を必要としない分散型処理システムとして、合併浄化槽を「戸別下水道」とし

て明確に位置づけることは、まさに時代の要請である。 

主催者の主張 

全国環境整備事業協同組合連合会 

公益社団法人 岐阜県浄化槽連合会 

  会長  玉川 福和 
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地方から創る新しい日本の形 

～安心と挑戦の岐阜県を目指して～ 

岐阜県知事 江崎 禎英  様 

講  演 
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【プロフィール】 

1964 年 11 月 岐阜県山県市（旧山県郡美山町）生まれ 

1983 年 3 月 岐阜県立加納高等学校 卒業 

1989 年 3 月 東京大学 教養学部 国際関係論 卒業 

1989 年 4 月 通商産業省（現・経済産業省） 入省 

1991 年 6 月 大蔵省（現・財務省）証券局 総務課 

1996 年 7 月 英国留学、欧州委員会（EU） 産業総局（DG III） 

2005 年 9 月 資源エネルギー庁 エネルギー政策企画室長 

2008 年 4 月 岐阜県 総合企画部 次長 

2009 年 4 月 岐阜県 商工労働部長 

2012 年 4 月 経済産業省 製造産業局 生物化学産業課長 

2015 年 4 月 経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課長 

2017 年 7 月 経済産業省 商務・サービスグループ政策統括調整官兼 

内閣官房 健康・医療戦略室 次長 

2018 年 8 月 併 厚生労働省 医政局 統括調整官 

2020 年 7 月 内閣府 大臣官房審議官（科学技術・イノベーション担当） 

2020 年 11 月 経済産業省を依願退職 

2021 年 3 月 社会政策課題研究所を設立 所長に就任 

2025 年 2 月 岐阜県知事に就任 

講  師 

岐阜県知事  

江崎 禎英 

（えさき よしひで）  
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パネルディスカッション 

人口減少と戸別下水道 
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【プロフィール】 

1959 年 6 月 29 日、郡上市（旧郡上郡高鷲村）生まれ 

岐阜県立郡上高等学校、岐阜大学医学部 卒業 

岐阜市民病院脳卒中センター長などを経て、平成２３年から郡上 

市民病院で勤務。脳神経外科部長兼救急科部長などを務めた。 

2024 年 4 月、郡上市長に就任。 

趣味 

山仕事と農作業 

パネリスト 

郡上市長  

山川 弘保 

（やまかわ ひろやす）  
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【プロフィール】 

1976 年 岐阜県揖斐郡大野町生まれ 

岐阜県立大垣西高等学校 卒業 

東京理科大学 理工学部 経営工学科 卒業 

1 東海銀行（三菱ＵＦＪ銀行）入行 

1 国枝建工株式会社 入社 

2011 年 岐阜県議会議員選挙 初当選(34 歳) 

2015 年 岐阜県議会議員選挙 ２期目当選(38 歳) 

2018 年 自民党岐阜県連 青年局長に就任 

2019 年 岐阜県議会議員選挙 ３期目当選(42 歳) 

2020 年 自民党岐阜県連 青年局長２期目に就任 

2023 年 岐阜県議会議員選挙 ４期目当選(46 歳) 

同 自民党岐阜県連  会計監査に就任 

岐阜県議会における役歴 

2017 年度 農林委員会 副委員長 

2018 年度 企画経済委員会 副委員長 

2019 年度 厚生環境委員会 委員長 

2020 年度 教育警察委員会 委員長 

2021 年度 総務委員会 委員長 

2022 年度 監査委員 

2023 年度 企画経済委員会 委員長 

パネリスト 

岐阜県議会 議員 

国枝 慎太郎  

（くにえだ しんたろう）  

8



【プロフィール】 

1966 年 11 月 23 日生まれ 岐阜県美濃加茂市在住 

1985 年 富田学園 岐阜東高等学校 卒業 

1987 年 東京クリーニング学校 卒業/稼業クリーニング店 

2014 年 美濃加茂市議会議員 

2017 年 美濃加茂市議会監査委員 

2018 年 美濃加茂市議会副議長 

2019 年～2021 年 美濃加茂市議会議長 

2023 年 岐阜県議会議員 

歴任 

古井小学校 PTA 会長 

美濃加茂中学 PTA 会長 

美濃加茂高校 PTA 副会長 

美濃加茂商工会議所青年部会長 

美濃加茂消防音楽隊長 

森山会長 

現在 

可茂卓球協会長 

中濃ベテラン卓球協会長 

美濃加茂軟式野球連盟副会長 

美濃加茂市スポーツ少年団副本部長 

古井地区体育振興会副会長 

古井商工発展会副会長 

パネリスト 

岐阜県議会  議員  

牧田 秀憲  

（まきた ひでのり）  

9



【プロフィール】 

1949 年福島県田村市生まれ 

東北大学大学院農学研究科修了（修士） 

前職 

北海道大学大学院公共政策学研究センター研究員・福岡県田川市参与 

業務経歴 

1970 年福島県三春町役場入庁。農水省経済局への出向などを経て、公営企

業管理者職務代理者（企画局長）、行財政改革室長、財務課長、保健福祉

課長などを歴任、この間、厚労省厚生科学審議会臨時委員・専門委員等。 

1998 地方行革で簡水・下水道５事業へ地方公営企業法適用や、公下区域縮

小・農集排中止に代る町設置型浄化槽事業創設、浄化槽利用者負担に合わ

せた下水道料金統一（4,500 円/月 20 ㎥）、会計・料金・施設管理の包括委

託、県立病院廃止に伴う町の財政負担なし指定管理者制度による町立病院

開設、設計施工一括発注による坪５８万円病院建設、病院を核にした三春

型病診連携。各地の上下水道経営改善、浄化槽による下水道整備、経営戦

略策定、使用料改定などにアドバイザー（令和 7 年は 20 市町村）として

関わる。著書「浄化槽を活用した汚水処理事業」「Johkasou – Wastewater 

Management in a Local Municipality in Japan」アジア開発銀行研究所(Weｂ出版)

等、「環境情報」に『現場から浄化槽の施策を考える』「公営企業」に『公

営企業新時代講座』を連載。 

総務省 地方公営企業経営アドバイザー 

青森県むつ市参与 

（公財）日本環境整備教育センター評議員 

総務省上下水道経営基盤強化研究会構成員 

静岡県富士市上下水道事業経営審議会委員 

静岡県水道広域化推進アドバイザー 

遠藤 誠作 
（えんどう せいさく） 

パネリスト 
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※１ 各題目を押すと対象ページに飛ぶことができます。
※２ 各ページ番号を押すと目次に戻ります。

１．生活排水処理の変遷 

・統計からみた岐阜県の現状（人口減少）

・一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について(通知)

２．岐阜県の浄化槽業界のとりくみ 

・岐阜県における業界史

・デジタル記録票

・水処理グラフ

３．放流ポンプ問題について 

・新聞記事

・業界方針

４．戸別下水道について 

・郡上市例

・２万人の下水道

・下水道経営の構造的限界（シミュレーション）

・下呂市例

・南伊豆町（朝日新聞）

・清掃前点検

・記録票（清掃、保守点検、法定検査）

・デジタル配信パンフレット

５．遠藤先生の資料 

・人口減少と戸別下水道

目 次 
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生活排水処理の変遷 

元来 し尿は有価物・肥料として重宝された 

明治 33年  汚物掃除法施行（日本初の廃棄物に関する法律） 

昭和 29年  清掃法施行 

市町村に処分場はなく、業者はやむなく不当投棄を繰り返していた 

昭和 33年 下水道法 

昭和 45年 廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）施行 

下水道法改正（公共用水域の水質保全を目的に追加） 

昭和 50年 合特法（下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法） 

昭和 58年 浄化槽法施行 

農業集落排水事業制度創設 

昭和 59年 下水道全国総合計画（第５次下水道整備五箇年計画の第 4年度）」 

全国的に下水道整備を基本方針とする 

平成 5年  岐阜県「全県域下水道化構想」策定 

平成 6年  流域別下水道整備総合計画（流域別汚水処理構想）」の策定開始（4省連携） 

・地域ごとに、下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽を最適配置することを目的。

・「下水道整備地域」と「浄化槽整備地域」に明確に区分。 

平成 7年 阪神・淡路大震災 

平成 12年 単独浄化槽の新設廃止 

平成 13年 汚水処理施設整備構想（全国汚水処理構想）」策定（3省連携） 

・「生活排水処理を全国的に 100％カバーする」ことを目標 

平成 16年 新潟県中越地震 

平成 23年 東日本大震災 

平成 26年 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル（3省連携） 

平成 28年 熊本地震 

平成 30年 「岐阜県汚水処理施設整備構想」策定 

令和 5年 「岐阜県汚水処理施設整備構想」見直し 

令和 6年 能登半島地震 
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統計からみた

岐阜県
の現状

岐阜県環境エネルギー生活部統計課
2025年7月

日本の人口重心
（関市中之保地内）

富山県

石川県

滋賀県

三重県

愛知県

長野県

福井県

＜平成以降の合併＞
99市町村（14市・55町・30村）
→42市町村（21市・19町・2村）
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出典：岐阜県政策研究会人口動向研究部会（2022年3月）

本県の人口は2005年頃から減少を続けている
30年後の2050年には137万人に(61万人の大幅減）

将来の人口の見通しは？

0

250,000

500,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,750,000

2,000,000

2,250,000

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

（人）

岐阜県の人口の推移と将来の見通し

大正9 14  昭和5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 平成2 7 12 17 22 27 令和2 7 12 17 22  27    32

昭和58年(1983年)
人口200万人突破

大正9年(1920年)  
(第1回国勢調査）
1,070,407人

平成17年(2005年)
国調で初の人口減

平成13年(2001年)
2,110,896人

推計値実績値

令和2年(2020年)

1,978,742人

0-14歳 12.3%

15-64歳 57.3%

65歳以上 30.4%

昭和25年(1950年)

1,544,538人

0-14歳 35.6%

15-64歳 58.6%

65歳以上 5.8%

令和32年(2050年)

1,366,447人

0-14歳 10.0%

15-64歳 48.9%

65歳以上 41.1%

(年)

人口構造は大きく変化
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岐阜県における人口減少予測

2025年

人口 人口 増減率 人口
増減率
（仮定値）

岐阜県 1,901,307 1,468,392 77.2 1,134,049 77.2

岐阜市 392,902 325,128 82.8 269,045 82.8

大垣市 154,850 130,141 84.0 109,375 84.0

高山市 78,262 53,862 68.8 37,069 68.8

多治見市 100,822 72,336 71.7 51,898 71.7

関市 81,718 59,419 72.7 43,205 72.7

中津川市 73,087 55,136 75.4 41,594 75.4

美濃市 17,926 11,343 63.3 7,177 63.3

瑞浪市 35,259 25,047 71.0 17,793 71.0

羽島市 64,073 51,806 80.9 41,888 80.9

恵那市 43,758 28,611 65.4 18,707 65.4

美濃加茂市 56,972 53,983 94.8 51,151 94.8

土岐市 51,792 37,104 71.6 26,581 71.6

各務原市 141,808 119,096 84.0 100,022 84.0

可児市 98,689 83,832 84.9 71,212 84.9

山県市 23,486 13,877 59.1 8,199 59.1

瑞穂市 57,151 53,347 93.3 49,796 93.3

飛騨市 20,378 11,268 55.3 6,231 55.3

本巣市 31,719 24,186 76.3 18,442 76.3

郡上市 35,283 21,763 61.7 13,424 61.7

下呂市 26,993 15,154 56.1 8,508 56.1

海津市 30,362 17,756 58.5 10,384 58.5

岐南町 26,082 24,133 92.5 22,330 92.5

笠松町 21,692 18,063 83.3 15,041 83.3

養老町 24,810 14,417 58.1 8,378 58.1

垂井町 25,126 18,195 72.4 13,176 72.4

関ケ原町 5,958 3,105 52.1 1,618 52.1

神戸町 17,597 11,943 67.9 8,106 67.9

輪之内町 9,513 7,289 76.6 5,585 76.6

安八町 13,752 10,182 74.0 7,539 74.0

揖斐川町 17,389 9,033 51.9 4,692 51.9

大野町 20,974 14,650 69.8 10,233 69.8

池田町 21,597 15,679 72.6 11,383 72.6

北方町 17,905 15,217 85.0 12,933 85.0

坂祝町 7,885 6,378 80.9 5,159 80.9

富加町 5,443 4,422 81.2 3,593 81.2

川辺町 9,436 7,100 75.2 5,342 75.2

七宗町 2,994 1,429 47.7 682 47.7

八百津町 9,352 5,514 59.0 3,251 59.0

白川町 6,515 3,098 47.6 1,473 47.6

東白川村 1,784 911 51.1 465 51.1

御嵩町 16,833 12,578 74.7 9,399 74.7

白川村 1,380 861 62.4 537 62.4

2050年予測 2075年予測（組合作成）
人口予測

出典：国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」
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3.2. 基本方針と基本施策 

本構想の基本理念実現に向けた汚水処理施設整備の基本施策については、基本方

針及び主要な課題を踏まえ、以下のとおりとします。

※下線部は前構想からの見直し箇所です

岐阜県汚水処理施設整備構想（令和5年3月）抜粋

16
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一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について 

公布日：昭和 52年 11月 04日 環整 95号 

［改定］平成 2年 2月 1日 衛環 22号 

別表 

一般廃棄物処理基本計画に定めるべき事項について 

① 生活排水(水洗便所し尿又は生活雑排水を処理する場合に限る。)の処理計画

ア 処理の目標

イ 生活排水を処理する区域及び人口等

(ア) 合併処理浄化槽で処理を推進する区域及び人口等

(イ) コミニティ・プラントで処理する区域及び人口等

(ウ) 下水道で処理する区域及び人口等

(エ) その他

ウ 施設及びその整備計画の概要

(ア) 合併処理浄化槽

(イ) コミニティ・プラント

(ウ) その他

② し尿・汚泥(汲み取るべきし尿、浄化槽から発生する汚泥及び生活雑排水のみを処

理する施設から発生する汚泥等をいう。)の処理計画 

(1)のごみ処理基本計画の(1)から(4)に準じること。

③ その他

一般廃棄物処理実施計画に定めるべき事項について 

(2) 生活排水処理実施計画

生活排水の種類別、処理主体別に定めること。

① 生活排水(水洗便所し尿又は生活雑排水を処理する場合に限る。)処理計画

ア 合併処理浄化槽で処理を推進する区域及び人口等

イ コミニティ・プラントで処理する区域及び人口等

ウ 下水道で処理する区域及び人口等

エ その他

② し尿・汚泥(汲み取るべきし尿、浄化槽から発生する汚泥及び生活雑排水のみを処

理する施設から発生する汚泥等をいう。)の処理計画 

(1)のごみ処理実施計画の①から④に準じること。

③ その他

住民に対する広報・啓発活動

17
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２．生活排水処理形態別人口の予測 

基本目標①を達成した場合の生活排水処理形態別人口を次のように予測します。 

(１) 生活排水処理形態別人口及び生活排水処理率の予測

生活排水処理形態別人口及び生活排水処理率の予測結果を図 ３－２及び表 ３－２及び表 ３－

３に示します。 
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図 ３－２ 生活排水処理形態別人口及び生活排水処理率の予測結果 

2016 年度 

(平成 28 年度) 

実績から 

10.5 ポイント増 

下呂市　第二次一般廃棄物処理基本計画 2019年4月
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表 ３－２ 生活排水処理形態別人口及び生活排水処理率の予測結果（１/２） 

年   度 

区   分 

実績 推計 

2016 

(H28) 

2017 

(H29)＊ 

2018 

(H30) 

2019 

(H31) 

①計画処理区域内人口 （人） 33,437 32,892 32,562 32,067 

水洗化・生活雑排水処理人口 （人） 28,594 28,260 28,775 28,604 

②下水道人口 （人） 17,329 17,144 17,864 17,832 

⑦コミュニティ・プラント人口 （人） 0 0 0 0 

合併浄化槽人口 （人） 11,265 11,116 10,911 10,772 

うち③農業集落排水施設人口 （人） 6,421 6,292 6,194 6,104 

うち④合併処理浄化槽人口 （人） 4,844 4,824 4,717 4,668 

水洗化・生活雑排水未処理人口 （人） 2,661 2,478 2,035 1,878 

⑤単独処理浄化槽人口 （人） 2,661 2,478 2,035 1,878 

非水洗化人口 （人） 2,182 2,154 1,752 1,585 

⑥し尿収集人口 （人） 2,182 2,154 1,752 1,585 

⑧自家処理人口 （人） 0 0 0 0 

水洗化率（（②+③+④+⑤+⑦）／①×100） （％） 93.5 93.5 94.6 95.1 

生活排水処理率（（②+③+④+⑦）／①×100） （％） 85.5 85.9 88.4 89.2 

年   度 

区   分 

推計 

2020 2021 2022 2023 

①計画処理区域内人口 （人） 31,579 31,098 30,624 30,158 

水洗化・生活雑排水処理人口 （人） 28,433 28,252 28,078 27,873 

②下水道人口 （人） 17,770 17,731 17,664 17,595 

⑦コミュニティ・プラント人口 （人） 0 0 0 0 

合併浄化槽人口 （人） 10,663 10,521 10,414 10,278 

うち③農業集落排水施設人口 （人） 6,043 5,948 5,889 5,830 

うち④合併処理浄化槽人口 （人） 4,620 4,573 4,525 4,448 

水洗化・生活雑排水未処理人口 （人） 1,722 1,575 1,429 1,291 

⑤単独処理浄化槽人口 （人） 1,722 1,575 1,429 1,291 

非水洗化人口 （人） 1,424 1,271 1,117 994 

⑥し尿収集人口 （人） 1,424 1,271 1,117 994 

⑧自家処理人口 （人） 0 0 0 0 

水洗化率（（②+③+④+⑤+⑦）／①×100） （％） 95.5 95.9 96.4 96.7 

生活排水処理率（（②+③+④+⑦）／①×100） （％） 90.0 90.8 91.7 92.4 
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－ 162 － 

表 ３－３ 生活排水処理形態別人口及び生活排水処理率の予測結果（２/２） 

区 分 年 度 
推計 

2024 2025 2026 2027 2028 

①計画処理区域内人口 （人） 29,699 29,247 28,802 28,363 27,931 

水洗化・生活雑排水処理人口 （人） 27,697 27,513 27,276 27,010 26,803 

②下水道人口 （人） 17,551 17,478 17,482 17,483 17,508 

⑦コミュニティ・プラント人口 （人） 0 0 0 0 0 

合併浄化槽人口 （人） 10,146 10,035 9,794 9,527 9,295 

うち③農業集落排水施設人口 （人） 5,744 5,680 5,540 5,402 5,267 

うち④合併処理浄化槽人口 （人） 4,402 4,355 4,254 4,125 4,028 

水洗化・生活雑排水未処理人口 （人） 1,154 1,022 906 799 682 

⑤単独処理浄化槽人口 （人） 1,154 1,022 906 799 682 

非水洗化人口 （人） 848 712 620 554 446 

⑥し尿収集人口 （人） 848 712 620 554 446 

⑧自家処理人口 （人） 0 0 0 0 0 

水洗化率（（②+③+④+⑤+⑦）／①×100） （％） 97.1 97.6 97.8 98.0 98.4 

生活排水処理率（（②+③+④+⑦）／①×100） （％） 93.3 94.1 94.7 95.2 96.0 
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・生ごみの堆肥化、コンポストの推進を行う。リサイクルの推進を行う。

・食品ロスの削減：「3010運動」の推進と、小中学校を中心に各種団体への出前講座を積極的に行
う。

３．生活排水処理計画編 

この計画書において、し尿・浄化槽汚泥に係る各数値は、雑排水異物除去装置内の夾雑物を含む。 

３．１ 生活排水処理量計画 

業 者 項 目 
R7年度計画量（kl） R5年度実績量（kl） 

基数 発生量(kl) 基数 実績量(kl) 清掃率 

下呂環境 

し尿 591 260 592 272 - 

単独 255

1,073

265

1,198 98.0％ 小型合併 127 129

大型 21 22

益田清掃社 

し尿 772 532 371 480 - 

単独 333

1,745

351

1,917 99.9％ 小型合併 458 465

大型 46 47

クリーン金山 

し尿 1,595 405 228 538 - 

単独 246

5,116

275

4,074 99.8％ 小型合併 1,021 1,025

大型 17 23

合計 5,482 9,131 3,793 8,479

３．２ 生活排水処理実施計画 

処理区分 処理区域 
R7計画処理人口

（人） 

し尿・単独浄化槽 市全域 3,386

合併処理浄化槽 
下水道処理区域、農業集落排水処理区域、小規模集合排水処理

区域を除く全域 
4,054

小規模集合排水 
小坂地域 鹿山処理区、中重処理区 

55
萩原地域 和田処理区 

農業集落排水 

小坂地域 無数原処理区、湯屋処理区 

5,472
萩原地域 宮田処理区、奥田洞処理区、羽根処理区、四美処理区

金山地域
金山中央処理区、金山西処理区、金山南処理区、金

山北処理区 

公共下水道 

小坂地域 小坂処理区 

15,804

萩原地域 上呂処理区、萩原処理区 

下呂地域
幸田処理区、湯之島処理区、下呂南部処理区、竹原

処理区 

金山地域 金山処理区 

令和7年度　下呂市一般廃棄物処理実施計画 
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岐阜県における業界史 

昭和１９年 （ 浄化槽規格制定 ） 

昭和２９年 （ 清掃法制定 ） 

昭和４５年 （ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律制定 ） 

昭和５８年 （ 浄化槽法制定 ） 

昭和６３年 岐阜県内らくらく一括契約開始 

（し尿浄化槽の構造基準一部改正  合併処理浄化槽 構造例示型の追加 ） 

平成 ９年 合併処理浄化槽 性能評価型登場 

岐阜県内 単独浄化槽新設廃止を宣言 

平成１３年 浄化槽法の改正（合併処理浄化槽を設置することの義務付け） 

平成１４年 第１回浄化槽（清掃）実務者研修会開始 （以降毎年開催） 

平成１９年 みず再生施設認定制度開始 

平成２０年 岐阜県浄化槽生涯機能保証制度施行 

平成２２年 合併処理浄化槽 性能評価型（モアコンパクト型）登場 

平成２３年 浄化槽維持管理の結果を行政が閲覧可能となった 

平成２７年 作業担当者が現場でタブレットを用いて維持管理を開始 

令和 ３年 水処理グラフ 自動作成 

令和 ５年 浄化槽維持管理記録票 デジタル配信 開始 

22



岐阜県の浄化槽業界の取り組み 

昭和６３年 岐阜県浄化槽らくらく一括契約 

浄化槽を使用する上で欠かすことができないのが維持管理です。浄化槽の維持管理は、保守点検、

清掃、法定検査の 3 つがあります。浄化槽管理者は浄化槽法によって、これらを実施、受検するこ

とが義務付けられています。 

清掃動画 

保守点検 

浄化槽の機能維持及び水質向上

を目的とする作業 

清 掃 

放流水質悪化の予防、低下した

浄化槽の機能を回復する作業及

び早期立ち上がりのための調整 

法定検査 

良好な水質維持のため、適正な

対処方法を清掃･保守点検業者

に具体的に指示し、機能維持･ 

回復を図る。 

23



岐阜県らくらく一括契約の概要 

〇契約 浄化槽管理者（使用者）と 3 社（保守・清掃・法定）の一括契約 

稼働基数 160,757 基 らくらく契約率 96.04% 

〇小型合併浄化槽の作業月 

〇料金の割引 

小型合併５人槽（モアコンパクト） 保守点検 3回 清掃 1回 法定検査 1 回 

らくらく契約料金 年間 49,765 円（一般料金の 3 割引）

通常料金  年間 71,985 円 

〇口座引き落とし 

〇デジタル登録 

〇生涯機能保証制度（20 人槽以下かつ設置から 30 年以内の合併浄化槽） 

規約に基づき以下の費用を無償とする 

一 浄化槽本体の漏水等の修理費用（10 万円～15 万円相当） 

二 ブロワ故障による修理費用（5 千円～2 万円相当）、 

及び本体交換費用（3 万円～10 万円相当） 

三 ブロワ停止警報機の設置にかかる費用（8 千円相当） 

四 消毒剤の補充費用（年間 3千円相当） 

実績（令和 6年度） 

漏水等修理   766 件 （内直営修理 211 件 3300 万換算） 

ブロワ本体交換  2,504 件  57,096,930 円（3業種負担） 

例　　小型合併処理浄化槽（５～２０人槽）使用開始が１２月の場合

＜基本パターン＞

※実施予定月は、使用開始月、浄化槽の処理方式・人槽によりパターンが異なります。

１２月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月月

保守
点検

清掃

法定
検査

作
業
名

△ △ △

○

７条
検査

11条
検査
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岐阜県 稼働基数 160,757

らくらく契約率 96.04%

※令和７年８月３１日現在

清掃業者 らくらく契約率 稼働基数
らくらく

契約件数

松南㈱ 91.67 997 914

トバナ産業㈱・岐阜 90.94 6,099 5,547

中衛工業㈱ 86.58 10,626 9,200

㈲アサノクリーン 90.98 2,451 2,230

中央清掃㈱ 92.53 5,977 5,531

トバナ産業㈱ 96.52 5,146 4,967

各衛サービス㈱ 95.15 12,775 12,156

トバナ産業㈱ 97.01 502 487

美濃設備㈱ 99.24 1,187 1,178

㈲梅村総業 99.70 667 665

日本環境クリーン㈱ 95.17 2,551 2,428

㈲岐北 98.07 52 51

中央清掃㈱ 97.42 11,037 10,753

東海環境事業㈱ 99.22 3,207 3,182

東海環境事業㈱ 99.10 1,897 1,880

㈱富士 98.08 3,544 3,476

㈲岐北 98.50 200 197

 岐南町 89.33% 松南㈱ 89.33 1,303 1,164

 笠松町 92.91% 松南㈱ 92.91 1,439 1,337

 北方町 94.06% ㈱富士 94.05 690 649

大垣メンテナンス㈱ 94.66 6,920 6,551

中央清掃㈱ 97.11 969 941

関ケ原衛生㈲ 100.00 6 6

養清興業㈱ 97.82 46 45

 海津市 96.44% ㈱日本環境管理ｾﾝﾀｰ 96.43 3,903 3,764

 養老町 98.61% 養清興業㈱ 98.60 6,456 6,366

中央清掃㈱ 97.50 1,402 1,367

㈲岐北 100.00 28 28

㈱光商会 99.81 2,759 2,754

 各務原市 95.22%

市町村名

　岐阜市 88.17%

 羽島市 93.77%

　山県市 96.97%

　瑞穂市 97.83%

　本巣市 98.44%

 大垣市 94.99%

 垂井町 99.05%

保守点検 年３回、清掃 年１回、法定検査 年１回

口座引落、デジタル登録、生涯機能保証制度
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清掃業者 らくらく契約率 稼働基数
らくらく

契約件数
市町村名

トバナ産業㈱ 100.00 2 2

㈱光商会 99.22 129 128

関ケ原衛生㈲ 100.00 301 301

 神戸町 96.83% 中央清掃㈱ 96.82 3,119 3,020

 輪之内町 97.65% トバナ産業㈱ 97.65 1,447 1,413

中央清掃㈱ 92.64 462 428

トバナ産業㈱ 94.11 119 112

中央清掃㈱ 99.11 339 336

トバナ産業㈱ 100.00 17 17

㈲揖斐川清掃 99.79 3,375 3,368

㈱富士 98.34 303 298

㈱西美濃環境 95.45 22 21

東海環境事業㈱ 98.57 2,100 2,070

㈱富士 98.94 5,101 5,047

中央清掃㈱ 100.00 13 13

㈱アクリア 99.30 3,156 3,134

美濃加茂衛生㈱ 98.18 991 973

㈱美濃加茂浄化槽 97.81 1,325 1,296

㈲可児エスコ 91.84 1,128 1,036

ウルオス㈱ 99.08 766 759

㈲御嵩衛生社 97.87 47 46

 坂祝町 97.51% ㈲岐東衛生社 97.51 241 235

 富加町 96.30% ㈲若宮環境サービス 96.29 81 78

 川辺町 97.07% ㈲岐東衛生社 97.06 375 364

 七宗町 99.40% 美濃加茂衛生㈱ 99.40 837 832

 八百津町 96.14% ㈲八百津衛生 96.14 778 748

 白川町 97.79% ㈲岐東衛生社 97.79 2,580 2,523

 東白川村 98.72% ㈲岐東衛生社 98.72 705 696

 御嵩町 98.97% ㈲御嵩衛生社 98.97 1,072 1,061

㈲関環境サービス 96.89 322 312

美濃設備㈱ 94.95 476 452

㈲梅村総業 99.13 232 230

中央清掃㈱関 93.20 206 192

美濃設備㈱ 98.02 912 894

㈲梅村総業 99.33 757 752

 関ヶ原町 99.77%

 安八町 92.94%

 揖斐川町 99.61%

 大野町 98.83%

 池田町 99.31%

 美濃加茂市 97.97%

 可児市 94.85%

  関市 95.95%

 美濃市 98.62%
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清掃業者 らくらく契約率 稼働基数
らくらく

契約件数
市町村名

㈱郡上ﾘﾋﾞﾝｸｻｰﾋﾞｽ 95.15 1,300 1,237

㈱八幡環境 98.24 1,479 1,453

㈲エーテック郡上 98.63 1,027 1,013

㈱多治見市衛生公社 96.55 319 308

㈲岐東衛生社浄化 95.64 1,286 1,230

㈲笠原環境クリーン 96.96 594 576

㈲中部環境 98.37 2,948 2,900

大昭工業㈱ 89.65 58 52

㈲中部環境 93.92 873 820

㈲笠原環境クリーン 98.21 1,683 1,653

大昭工業㈱ 95.68 603 577

 中津川市 98.18% 東清㈱ 98.18 6,772 6,649

㈲中部環境 97.90 2,194 2,148

東海環境事業㈱ 99.63 2,770 2,760

ケイナンクリーン㈱ 98.02 607 595

高山清掃事業㈱ 97.73 1,058 1,034

㈱丸大興業 99.32 446 443

㈱神岡衛生社 97.36 266 259

㈲吉城環境管理センター 99.71 354 353

㈲荘白川クリーン 94.96 576 547

クリーン大野㈲ 97.87 188 184

㈲クリア　システム 93.33 630 588

㈱神岡衛生社 99.10 779 772

㈲吉城環境管理センター 98.81 761 752

 白川村 98.25% ㈲荘白川クリーン 98.24 57 56

㈲益田清掃社 98.27 812 798

㈲下呂環境 97.06 375 364

クリーン金山㈲ 99.76 1,270 1,267

※稼働基数は、設置基数から休止基数を差し引いた浄化槽基数

　郡上市 97.29%

 多治見市 96.13%

 瑞浪市 98.20%

 土岐市 96.55%

　下呂市 98.86%

 恵那市 98.78%

 高山市 96.87%

　飛騨市 98.96%
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流量調整 無 停止 ・
所見

空気逃し 無 停止

停止 ・

C 10度～19度 42

・

停止・全閉から

D 10度未満 89
回転

BOD（mg/ℓ）

A 30度以上 13

漏　　水 無

B 20度～29度 20

設備異常 無
R06/07/13（法→保）
・法定検査判定結果　適正

R06/09/19（保→清）
・ 油の流入を確認したため、設置者に

使用上の注意について説明
・ 設置者に油処理剤の使用を推奨

R06/11/13(清→保）
・ 再度油の流入を確認したため、設置者に

使用上の注意について説明
R07/07/10（法→保）
・法定検査判定結果　適正

ランク 透視度範囲

循環水量 無 停止 ・ 1.0
（法基準）

移送水量 無

清掃時の確認及び調整 ３業種の申し送り事項 　透視度とＢＯＤの相関関係

透視度 50 度/ ｐH 7.2 ）

[ ]
㎥

C ：   4．0％
 2,918基

洗 浄 水 0.20
㎥ D ：   0．3％

 236基
引 抜 総 量 2.10

㎥
透視度ランク

処 理 場 投 入 量 0.80
㎥

A
張 り 水

再生水 （

水道水 ・ 処理水 ・ その他

設 備 洗 浄
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋及び枠　・　配管及び装置類

槽内壁等　・　流入升　・　放流升 50度

※スカム厚測定 ２ｃｍ以下は目視

２ 次 処 理 装 置 0.40
㎥

Ｂ ：   3.3％
　2,441基流 入 ・ 放 流 ポ ン プ 槽

１ 次 処 理 装 置 第 ２ 室 0.75
㎥

Ａ ： 92．4％
　67,419基

㎥

14 361

清　掃　項　目 清掃汚泥量 水処理グラフ

１ 次 処 理 装 置 第 １ 室

今 回 清 掃 時 50 7.15 23.3 1 20

0.75
㎥

透視度ランク 今回 法定
岐阜県内

合計：73,014基

2 27 18 45

0 7 5 170

保守 R07/09/19 50 7.23 25.5

法定 R07/07/10 50 7.43 23.4

1 15 1 26 16 43

14 0 23

2 27 18 45

スカム厚 堆積汚泥 スカム厚 堆積汚泥

保守 R07/05/12 42 7.14 21.8

保守 R07/01/07 35 7.02 20.6

0 11 0 18 8 28

生涯機能保証登録 他
ブロワ型式 MAC60R　/　 　- ｼｰﾙ№ 1234 /   -

修理履歴
Ｈ31.02.13

ブロワ本体交換

経
時
的
デ
ー

タ

清掃 R06/11/13 7 6.51 22.6

測　定　項　目
（適 正 基 準）

処理水質 2次処理装置

1 26

6

透視度
（30度以上）

ｐH
（5.8～8.6）

水温 スカム厚 堆積汚泥

1次処理装置２室 １次処理装置１室

消毒薬名称 ハイライトＬ-90

処理方式 小型合併　性能評価型　窒素除去型 付帯設備 流入・放流・油脂分離槽・無 みず再生施設 － 人槽 5人

Ｈ27.06.20
ブロワ部品交換

実使用
人員 4人

登録№ 岐12-32345 警報器№ F2345689

清 掃 業 者 名 　環境清掃㈱ 電話番号 058-274-0567 担当者名 環境一郎

設 置 場 所

浄 化 槽 管 理 者 ( 設 置 者 ) 　佐藤　治郎　様 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13-6 電話番号 058-274-0617

058-274-0617
使用者名又は施設名称

　佐藤　治郎　様 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13-6 電話番号

保 守 点 検 業 者 名 　浄化槽管理㈱ 電話番号 058-275-2712

設 置 浄 化 槽 情 報
メーカー名 フジクリーン工業㈱ 型式 ＣＥ 容量 2.063㎥ 水道種類 水道・井水等

Ｈ27.12.01ら く ら く 番 号 1234570 行政番号 Ｈ27.10.0157852 建築物用途 住宅 設置日 契約日

合併処理浄化槽清掃記録票 （２０人槽以下） 
サ

イ

ン3年間保存

清 掃 実 施 日 令和7年11月14日 作業時間 14：30 ～ 15：15（45分）
契約種別 らくらく ・ 単契約

天候 晴 地図番号 10Ａ-1

ℓ/分

ℓ/分

ℓ/分

★☆

㎝ ㎝㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

度

度

度

度

度

度

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝ ㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

℃

℃

℃

℃

℃

℃

㎝

過去の維持管理の結果がスクロールにて

確認ができる

赤枠内をタブレット上で入力する

(水質、引き抜き、申し送り欄)

水処理グラフと浄化槽の現在の

透視度ランクが表示される。

度
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浄化槽「維持管理記録票」電子化のお申し込み

スマホやパソコンから

簡単お申し込み！

記録票電子化とは？

地球温暖化に対応するため、今まで「紙」でお渡し

していた維持管理記録票を「SMS(またはメール)」

でお送りします！保管スペースの削減や、ご不在時

の受け渡しの手間が省けます！

保守
点検

清掃

お申し込みはコチラ

https://digital.raku-raku.jp

法定
検査

作業後の記録票を

SMS(またはメール)で

お送りします！

お問い合せ先（維持管理業者）

場所を取らずに

保管できます！

※携帯番号(またはメールアドレス)は口座情報と紐付けされませんのでご安心ください。
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維持管理記録票 方法  スマートフォン
・ 過去の記録票１枚 又は

 携帯電話

・ 下記QRコードを読み取ります

入力内容は｢維持管理記録票｣をご覧ください。 ご本人確認の連絡（SMS又はメール）が

ショートメッセージ(SMS)又はメールアドレス 届きますので、認証して頂ければご登録

を受信できる携帯番号を登録します。 完了です。

浄化槽「維持管理記録票」電子化のお申し込み

３. 必要事項を入力 ４. 登録完了

１. 準備するもの ２. 申し込み画面へ

※入力内容がご不明な場合、本紙表面の

維持管理業者にお問合せください。

※入力内容がご不明な

場合、本紙表面の維持

管理業者にお問合せく

ださい。
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デジタル配信システムメール登録状況

令和7年11月11日時点

Ｅメール ＳＭＳ

合併 78,749 63,527 24,188 39,339

単独 71,073 48,988 15,701 33,287

合計 149,822 112,515 39,889 72,626

75.10%

内訳
登録対象件数 登録件数

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

合併

単独

登録件数

登録率：75.1％
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浄化槽の水処理グラフ　 法定検査から清掃 合併処理浄化槽１０人槽以下

透視度
透視度とＢＯＤ 相関関係

Ａ30度以上 Ｄ 10度未満
透視度(度) ＢＯＤ値(mg/L)

Ｂ 29度～20度 Ｄ1 １年目 油 油脂類 25mg/L 以上 30 13

20 20
Ｃ 19度～10度 Ｄ2 ２年以上連続 Ｅ 流入水ＢＯＤ 200mg/L 以上

10 42

2024/4/1～2025/3/31 増減

増

7 1,256基
計

1,708基
維持管理区分

Ｋ 242基

Ｈ 210基 7 ７条検査 Ｇ 下水切替

減

Ｇ 169基
計

-849基
Ｋ

らくらく一括契約

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

１１条検査 Ｈ 空家・休止
Ｋ 258基

（契約変更）
Ｈ 422基

３月

保守 保守 １１条

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

２０２４年 (23/12～24/11) ２０２４年 (24/4～25/3)

計72,882基 Ａ 計72,965基

保守 清掃

法定検査 法定検査からの透視度移動 清　掃

43,122基 59.2% Ｃ ↗ 1,538基 (2.3%)

Ａ 透視度50度以上 Ａ 透視度50度以上
Ｂ ↗ 1,743基 (2.6%)

Ａ →

Ａ

63,051基 (94.4%)

計
66,822基
91.6％

－ 増 448基 (0.7%)

Ａ 減 － 378基 － －

21,175基 29.0%

Ｄ ↗ 42基 (0.1%)

Ｂ

Ａ →

Ｂ

2,675基 (69.1%)

673基 (17.4%)

Ｄ

Ａ 透視度40～49度 － 増 30基 (0.8%)

計
3,874基
5.3％

Ａ 透視度40～49度

Ｂ ↗ 462基 (11.9%)

15,677基 21.5%Ｃ ↗

Ｂ 減 － 30基 － －

↗ 34基 (0.9%)

10,874基 14.9% Ａ 透視度30～39度

Ｃ
29,970基 41.1%

Ａ →

Ｃ

1,037基 (52.9%)

計
1,962基
2.7％

Ｂ ↗ 232基 (11.8%)

13,242基 18.2% Ｄ ↗ 61基 (3.1%)

Ａ 透視度30～39度
Ｃ ↗ 604基 (30.8%)

Ｃ 減 － 29基 － －

－ 増 28基 (1.4%)

計67,238基
92.3%

計66,822基
91.6%Ｄ

Ｂ 2,487基 3.4% Ｂ 3,874基 5.3%
Ａ →

Ｄ

97基 (31.6%)

計
307基
0.4％

Ｂ ↗ 20基 (6.5%)

(32.9%)

Ｃ 1,962基 2.7%Ｄ ↗ 74基 (24.1%)

－ 増

Ｃ ↗ 101基

15基

0.4%Ｄ 減 － 1基 － －

(4.9%)

Ｄ 212基 0.3% Ｄ 307基

Ｃ 2,945基 4.0%

Ｄランク　計212基　内訳 Ｄランク　計307基　内訳

 法定Ｄ1 127基  清掃Ｄ1 233基

 ＢＣＤ計  5,644基 7.7%  ＢＣＤ計  6,143基 8.4%

Ｅ 12基 油 29基

 Ｄ２ 85基  法定から移動 74基

油 44基 Ｄ1 28基

その他 11基

その他 29基 Ｅ 6基
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放流ポンプ問題について 
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Ａ 宅
瑞穂市穂積

（図１）

玄関 玄関 玄関 玄関

排水路（北側）

Ａ 宅 Ｂ 宅 Ｃ 宅 Ｄ 宅

放流ポンプ

放流ポンプ槽構造

浄
化
槽

浄
化
槽

浄
化
槽

浄
化
槽

放流ポンプ 放流ポンプ 放流ポンプ

設置目的
放流先を５.５cm上げる

有り 有り 無し 無し

浄化槽

放流ポンプ槽

浄化槽

放流先

5.5 cm

放流ポンプ２台
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会員各位 

通知 

浄化槽から放流先までに、不要な放流ポンプ槽が設置されている問題を踏まえ、

消費者保護を徹底する観点から、業界として、以下のことを方針とします。 

記 

１ 浄化槽の排水設備については、放流水を自然勾配により放流できる施工に努め

ること。なお、このことは、消費者基本法第６条の規定に基づき、事業者自らが

その事業活動に関し遵守すべき基準として定めたものであること。 

２ 上記１の施工ができない場合には、施主に理由を説明し、理解を得ること。な

お、消費者基本法第５条第１項第２号において、事業者は、その供給する商品及

び役務について、消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供することとされ

ていること。 

３ 浄化槽法第７条検査時に放流ポンプ設置が発見された際は、施工業者に対し、

その理由及び状況を確認すること。 

以上 

令和 7年 11月末日 

公益社団法人 岐阜県浄化槽連合会 

会長 玉川 福和 
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戸別下水道について 
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郡上市設置型浄化槽事業について 

✧下水道管を敷設し下水処理場で処理をする「集合処理区域」以外にお住まいの方を対象
✧対象となる個人等の敷地に郡上市が浄化槽を設置
✧設置後は集合処理区域の方と同算定の下水道使用料を頂きながら郡上市が維持管理

① 新設の場合
【設置対象】
・集合処理施設の区域外で下水道を利用する場合
・浄化槽の使用者が設置場所に住所を有し定住する場合

（事業所、公共施設等の所有者を含む）
・設置人槽が５０人槽以下である場合
【設置者にしていただくこと】
・浄化槽を設置する土地は市へ無償貸与してください
・集合処理区域の方と同様、受益者負担金をお支払いください

一般世帯：３２万円 
一般世帯以外（事業所等）：処理対象人員に応じて３２万円 ～ ９６万円 

・浄化槽本体工事と並行して（もしくは浄化槽本体工事後、遅滞なく）、浄化槽への接
続工事をしてください

・使用を開始されたら、集合処理区域の方と同様の下水道使用料がかかります

② 【既設浄化槽の譲渡】の場合
市設置型合併処理浄化槽区域のご家庭で、すでに個人で設置されていた合併処理浄

化槽は、以下の要件を満たせば市へ無償譲渡することができます。譲渡後は、浄化槽
の維持管理は市が行います。

・集合処理区域以外に住所を有し、将来に渡って定住し使用すると認められた者が使用
する合併処理浄化槽であること

・50人槽以下の合併処理浄化槽であること
・浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ法定検査結果が3年連続「適」、処理機能

に障害がなく、浄化槽本体、宅内排水設備及び放流管が適正に管理され亀裂等が発生
していないもの

・浄化槽設置整備事業によって整備された浄化槽は、設置後７年経過しているもの
・一旦市へ譲渡すると個人へ戻すことはできません。また、浄化槽設置場所（土地）に

ついては、市へ無償貸与となります
・下水道の使用者と同様の下水道使用料がかかります
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基本データ 下水道 市設置型浄化槽

世帯数 12,000 991 12,991 世帯

導入費用 67,361,000,000 2,369,200,000 69,730,200,000 円 697億円

R5年度　役場収入 564,270,000 36,080,000 600,350,000 円 6億円

R5年度　役場支出 2,222,993,694 55,130,000 2,278,123,694 円 22億円

総世帯数　14,888 世帯　残り 1,897 世帯は、し尿汲み取り・浄化槽（市設置型以外）

導入費用　下水道　673 億円　R5年度までの累計（2期工事・修繕費含む）

導入費用　浄化槽　23 億円　R5年度 下水道会計書類より（し尿処理場建設費　18 億円を足す）

1世帯当たり 下水道 市設置型浄化槽

導入費用 5,613,417 2,390,716 3,222,700 円

R5年度　役場収入 47,023 36,408 10,615 円

R5年度　住民支払い総額 47,023
45,408

ブロワ電気代 9,000含む
1,615 円

R5年度　役場支出 185,249 55,631 129,619 円

一般会計からの補填金額 138,227 19,223 119,004 円

世帯当たりの補助金

R5年度　収入　下水道料金（参考）月 20㎥ 使用で 年 39,900 円（税抜）

R5年度　収入　浄化槽料金　役場が下水道使用料を市設置型浄化槽使用者より徴収（50人槽以下が対象）

R5年度　収入　浄化槽料金　役場はブロワ電気代（約 9,000 円）を値引きした料金を徴収

R5年度　支出　下水道　R5年度　下水道会計書類より（浄化槽分を引く）

R5年度　支出　浄化槽　役場が清掃業者に支払う金額（郡上市は清掃・保守業者共に同一料金）

R5年度　支出　浄化槽　（参考）らくらく契約　小型合併 7人槽　5% 引き　56,225 円（改定前料金）

R5年度　支出　浄化槽                                       　清掃　34,709 円　点検　17,241 円　検査　4,275 円

R5年度　下水道会計書類より　一般会計補助金の補填　1,074,363,000 円 / 14,888 世帯 = 72,163 円

R7.9.17

郡上市　下水道・市設置型浄化槽　比較一覧

72,163

合計

差し引き
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集特
岐阜県郡上市に見る「戸別下水道」事例
全国環整連

浄化槽維持管理は自費――税の公平性は

全国では近年、人口減少が本格化し、これま
で主役を担ってきた下水道事業の持続性が危
ぶまれ始めている。こうした中、浄化槽清掃業
者の全国団体・全国環境整備事業協同組合連
合会（全国環整連、玉川福和会長）は、浄化槽
を下水道に代わる汚水処理施設として確立す
べく、適正な維持管理の確保、利用者負担の
格差解消に取り組んでいる。その一つが浄化
槽の設置主体を市町村とし、法定検査や保守
点検、清掃など維持管理に要する利用者負担
を軽減する取り組みだ。全国環整連ではこれ
を「戸別下水道」として事例研究を進めており、
そのうちの一つ、岐阜県郡上市の取り組みを
取材した。

岐阜県郡上市は平成16年に旧八幡町など７
町村が合併して誕生した自治体で、県内２位
の面積を誇る一方、人口は約３万7000人とい
う典型的な中山間地域だ。しかし汚水処理人
口普及率は同規模自治体（人口５万人未満）の
全国平均84.5％に対して96.9％と極めて高
い。
同市の汚水処理はもともと、公共下水道事
業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落
排水事業、浄化槽設置整備事業（個人設置）、
浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置、現・
公共浄化槽事業）が旧７町村において進めら
れ、合併後の平成20年度に「旧町村ごとに制
度が異なることが不平等ではないか」との議
論が立ち上がり、下水道等使用料の統一と合
わせて、浄化槽についても市町村設置型事業
に一本化された。
市町村設置型事業は設置・維持管理に係る住
民負担が抑えられ、単独処理浄化槽の合併転
換推進や、維持管理の確実な実施等、さまざ
まなメリットがある。集合処理の整備が困難
な地域で、平成20年度と早期から市町村設置
型事業に取り組んできたことが同市の汚水処

理人口普
及率の高
さに結び
ついたこ
とは容易
に考えら
れるが、も
うひとつ、
同市では
集合処理
と個別処
理の料金
統一を図っ
た点もポ
イントと
して考えられる。
集合処理、個別処理のいずれであっても、受
益者負担金は一般世帯が32万円、事業所等は
10人槽までが32万円、30人槽までが48万
円、50人槽までが64万円などとなっている。
使用料（個別排水処理施設使用料）も下水道使
用 料 と 同 じ く、 基 本 料 金 が2400
円（排水量15m3まで）。超過1m3ごとに170
円（60m3まで）となっている。これは一般家
庭（排水量40m3）の場合で２カ月6650円（電
気料金込）となる。
同市の環境水道部長は「下水道が整備されて
いないことによって、あっちは得だがこっち
は損というようなことがあってはならない。
税の公平性の観点からも望ましくない。下水
道が整備できないのであれば市の責任として
浄化槽を設置する。そして汚水処理は住民の
基本的なサービスであるので、“ この程度の料
金であるべき ” という目安もあると考えてい
る。ある程度の負担をしてでも町の生活水準
を守る、農村の水環境を守るという意味で、
下水道にも、浄化槽にも繰り出しを行ってい
る」と考えを述べた。

岐阜県郡上市ー人口38,997人、総面
積1030.75km、日本三大盆踊りの郡
上おど りや、アユ釣り、ウィンタース
ポ ーツエリアとして知られる
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ただし、郡上市も近年は高齢化と人口減少が
進み、汚水処理の持続性という点では新たな課
題が生じている。
同市の集合処理方式（公共下水道、特定環境
保全公共下水道、農業集落排水事業）の年間収
支を1世帯当たりに換算して見てみると、収入
は4万7023円（年50万円以上の事業所を除外）
に対し、支出は18万5249円。市の負担となる
補填額は13万8227円に達する。これは、個別
処理方式（浄化槽）の収入3万6408円、支出5
万5631円、補填額1万9223円と比べて大幅に
コストがかかっていることが分かる。集合処理
はそもそも、人口増加を前提に整備されたイン
フラであり、近年の人口減少によって実態との
乖離が広がっていることが理由だが、今後さら
に高齢化・人口減少が進めば、有収水量の減少
により収支は一層厳しさを増すと見込まれてい
る。
また、供用開始からすでに20年が経過し、施
設の改築・更新も視野に入れる必要がある時期
に差しかかっている。下水道施設の法定耐用年
数は施設が50年、機械・電気設備が15年で、
これらを維持・更新していくとなれば、事業費
は再び巨額となる可能性が高い。
こうした現状を踏まえ、環境水道部長は「令和
8年度に経営戦略の見直しを予定しており、そ
の中で持続可能な汚水処理のあり方や、使用料
の見直しについても検討していく必要がある」
と語る。特に農業集落排水事業の経営状況は厳
しく、「行政の裁量だけで決めるものではない
が、浄化槽への転換も選択肢の一つとしてあり
得る」とも述べた。
その一方で、浄化槽もまた人口減少の影響を
免れない。たとえば空き家となった住宅に市設
置の浄化槽が残され、管理対象として存続する
事例が増えつつあるほか、高齢世帯に設置した
浄化槽が数年で使用休止となるケースもあり、
今後こうした状況が増加すれば、市の維持管理
負担として大きな課題になりかねない。
それでも、浄化槽には設置コストが比較的安
価であるという利点がある。集合処理は約1万
2000世帯を対象に総事業費673億6100万円
（国庫補助含む）を要したが、浄化槽（し尿処理
施設建設費を含む）は991世帯を対象に23億

6920万円。1世帯当たりに換算すると集合処理
は561万3417円、個別処理は239万716円だ。
さらに岐阜県が進める「浄化槽らくらく一括
契約」により、ブロワ交換、消毒剤補充、本体
補修などの費用が追加コストなしで行われるな
ど、維持管理の面でも安定性があるという。環
境水道部長はこうした点も踏まえたうえで、「こ
の郡上市の環境をどう守っていくかという視点
で、今後も行政としての責任を果たしていきた
い」と今後の意気込みを述べた。
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２万人の下水道

1 5% 1億4,055万円 4,589万円 1億8,644万円 1,774万円 1億6,870万円 8億8,126万円

2 10% 1億7,079万円 9,179万円 2億6,258万円 3,547万円 2億2,711万円 17億3,323万円

3 15% 1億9,143万円 1億3,769万円 3億2,912万円 5,321万円 2億7,591万円 25億5,535万円

4 20% 2億0,754万円 1億8,359万円 3億9,113万円 7,097万円 3億2,016万円 33億4,705万円

5 25% 2億2,098万円 2億2,949万円 4億5,047万円 8,870万円 3億6,177万円 41億0,775万円

6 30% 2億3,259万円 2億7,538万円 5億0,797万円 1億0,644万円 4億0,153万円 48億3,686万円

7 35% 2億4,291万円 3億2,128万円 5億6,419万円 1億2,418万円 4億4,001万円 55億3,377万円

8 40% 2億5,218万円 3億6,718万円 6億1,936万円 1億4,191万円 4億7,745万円 61億9,787万円

9 45% 2億6,067万円 4億1,308万円 6億7,375万円 1億5,965万円 5億1,410万円 68億2,853万円

10 50% 2億6,853万円 4億5,897万円 6億8,161万円 1億7,738万円 5億0,423万円 74億2,512万円

11 55% 2億7,582万円 5億0,487万円 7億3,479万円 1億9,512万円 5億3,967万円 79億8,698万円

12 60% 2億8,263万円 5億5,077万円 7億8,750万円 2億1,288万円 5億7,462万円 85億1,345万円

13 65% 2億8,908万円 5億9,666万円 8億3,984万円 2億3,062万円 6億0,922万円 90億0,386万円

14 70% 2億9,517万円 6億4,255万円 8億9,182万円 2億4,835万円 6億4,347万円 94億5,752万円

15 75% 3億0,093万円 6億8,844万円 9億4,348万円 2億6,609万円 6億7,739万円 98億7,373万円

16 80% 3億0,645万円 7億3,434万円 9億9,489万円 2億8,382万円 7億1,107万円 102億5,177万円

17 85% 3億1,170万円 7億8,024万円 10億4,604万円 3億0,156万円 7億4,448万円 105億9,091万円

18 90% 3億1,677万円 8億2,614万円 10億9,701万円 3億1,930万円 7億7,771万円 108億9,041万円

19 95% 3億2,160万円 8億7,204万円 11億4,775万円 3億3,703万円 8億1,072万円 111億4,951万円

20 100% 3億2,628万円 9億1,794万円 11億9,832万円 3億5,479万円 8億4,353万円 113億6,744万円

合計 52億1,460万円 96億3,833万円 143億4,806万円 37億2,521万円 106億2,285万円

償還費 5万8千円/世帯･年

注）四捨五入のため算出数値に誤差が生じる場合がある

２万人の下水道の使用料不足と起債残高（利息別）

　２０年間の①下水道使用料不足額１０６億円（一般会計負担）と②起債残高１１３億円（固定負債）を

　合わせると①＋②実質負債額２１９億円となる。

（２０２４年度 公営企業年鑑・下水道統計を基に算出）

　２０年後に※ 219億9,029万円の負債が残り、下水道施設の更新が始まる

経
年

整備
供用
率

下水道管理費 （汚水処理分） 下水道
使用料
徴収額

下水道
使用料
不足額

起債残高

単年度の起債額は、９憶１,000万円

　世帯（3.3人）当たりの下水道使用料金５万８千円/世帯・年　　使用料不足１７万円/世帯・年

　下水道管理費が 赤字にならない下水道使用料金 ２３万円/世帯・年

維持管理費
起債元利

合　　計

下水道建設費 国費（補助金） 県・市町村費等 受益者負担金 起　債

計 350億0,000万円 115億5,000万円 38億5,000万円 14億0,000万円 182億0,000万円

経 年 ① 下水道使用料不足額 ② 起債残高 ①＋② 実質負債額

２０年 106億2,285万円 113億6,744万円 ※219億9,029万円
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人口減少下における下水道経営の構造的限界 

１． 人口減少による影響 

回収率が８０％を割る。“警戒ライン” ⇒ 経営維持が困難となる。戸別転換等の検討が必要。 

表１ 人口減少による影響 (委員会作成想定モデル) 

区分 人口残存率 費用残存率 1 人あたり原価 経費回収率 

設計時 100% 100% 1.00 倍 100% 

人口 80% 80% 94% 1.18 倍 約 85% 

人口 70% 70% 91% 1.30 倍 約 78% 

人口 60% 60% 88% 1.47 倍 約 68% 

人口 50% 50% 85% 1.70 倍 約 59% 

※ 国交省 交付金等要件 「経費回収率８０％未満の団体は重点配分対象外」

【出典】 

・ 国土交通省「下水道使用料改定の基本的な考え方について」（令和６年２月）

・ 国土交通省「人口減少下における維持管理時代の下水道経営のあり方検討会報告書」（令和２年７月）

・ 国土交通省「令和６年度下水道事業予算概算要求 概要資料」（令和５年）

・ 全国都市下水道協会「中小都市における下水道経営分析」（2022）

・ 出典：国立社会保障・人口問題研究所 「日本の地域別将来推計人口（令和 5 年推計）」

損益分岐点 ７８％ 
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２． 計算例 

（前提条件） 

・設計時人口：10,000 人（＝100％）

・設計時の年間総費用：10 億円（＝100％）

・その内訳＝固定費 7 億円（70％）＋変動費 3 億円（30％）

・変動費は人口に比例して増減、固定費はほぼ一定

（計算式） 

総費用＝固定費＋変動費×人口比＝ C(P)=7 億＋3 億×P 

1 人あたり原価＝ C(P) ÷（人口＝1 万人×P） 

※人口が 70％（＝7,000 人）になった場合

１． 変動費：3 億 × 0.7 ＝ 2.1 億円

２. 総費用：固定費 7 億 ＋ 変動費 2.1 億 ＝ 9.1 億円

３． 1 人あたり原価：9.1 億 ÷ 7,000 人 ＝ 13 万円/人 

 設計時は 10 億 ÷ 10,000 人 ＝ 10 万円/人 

⇒ 13 万円 ÷ 10 万円 ＝ 1.3 倍（＝約 30％上昇）

4. 収入と回収率（料金単価は据置で人数比例と仮定）

収入は人口に比例 → 0.7 倍

費用は 0.91 倍（10 億→9.1 億）

回収率 ≒ 0.7 ÷ 0.91 ＝ 約 78％（＝80％を割る）

⇒ 70％時点で「1 人あたり原価は 1.3 倍」「回収率は約 78％」まで悪化。

料金改定・繰入増・区域見直し・戸別転換の検討が必要になる“警戒ライン” 

３． 岐阜県下市町村別人口推移表 

別紙、人口減少に伴う推移を指数化。 （人口比率70％以下となる区分を赤色で表示） 

経営転換を要する水準を視覚的に示している。 
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岐阜県における人口減少の推移

年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

1,978,742 1,901,307 1,819,881 1,734,135 1,645,767 1,556,632 1,468,392

100.0 100.0 92.0 87.6 83.2 78.7 74.2

402,557 392,902 380,464 367,204 353,322 339,236 325,128

100.0 97.6 94.5 91.2 87.8 84.3 80.8

158,286 154,850 150,579 145,911 140,908 135,667 130,141

100.0 97.8 95.1 92.2 89.0 85.7 82.2

84,419 78,262 73,101 68,018 63,080 58,367 53,862

100.0 92.7 86.6 80.6 74.7 69.1 63.8

106,732 100,822 95,606 89,988 84,105 78,094 72,336

100.0 94.5 89.6 84.3 78.8 73.2 67.8

85,283 81,718 77,711 73,410 68,803 64,065 59,419

100.0 95.8 91.1 86.1 80.7 75.1 69.7

76,570 73,087 69,514 66,022 62,493 58,824 55,136

100.0 95.5 90.8 86.2 81.6 76.8 72.0

19,247 17,926 16,605 15,283 13,934 12,603 11,343

100.0 93.1 86.3 79.4 72.4 65.5 58.9

37,150 35,259 33,355 31,293 29,193 27,104 25,047

100.0 94.9 89.8 84.2 78.6 73.0 67.4

65,649 64,073 61,964 59,621 57,117 54,507 51,806

100.0 97.6 94.4 90.8 87.0 83.0 78.9

47,774 43,758 40,511 37,396 34,376 31,436 28,611

100.0 91.6 84.8 78.3 72.0 65.8 59.9

56,689 56,972 57,093 56,846 56,198 55,212 53,983

100.0 100.5 100.7 100.3 99.1 97.4 95.2

55,348 51,792 48,849 45,816 42,805 39,922 37,104

100.0 93.6 88.3 82.8 77.3 72.1 67.0

144,521 141,808 137,858 133,370 128,639 123,862 119,096

100.0 98.1 95.4 92.3 89.0 85.7 82.4

99,968 98,689 96,470 93,694 90,554 87,227 83,832

100.0 98.7 96.5 93.7 90.6 87.3 83.9

25,280 23,486 21,528 19,559 17,576 15,651 13,877

100.0 92.9 85.2 77.4 69.5 61.9 54.9

56,388 57,151 57,188 56,740 55,895 54,739 53,347

100.0 101.4 101.4 100.6 99.1 97.1 94.6

22,538 20,378 18,260 16,243 14,428 12,786 11,268

100.0 90.4 81.0 72.1 64.0 56.7 50.0

32,928 31,719 30,270 28,775 27,264 25,713 24,186

100.0 96.3 91.9 87.4 82.8 78.1 73.5

38,997 35,283 32,273 29,447 26,786 24,230 21,763

100.0 90.5 82.8 75.5 68.7 62.1 55.8

30,428 26,993 24,243 21,674 19,316 17,151 15,154

100.0 88.7 79.7 71.2 63.5 56.4 49.8

32,735 30,362 27,845 25,261 22,670 20,148 17,756

100.0 92.8 85.1 77.2 69.3 61.5 54.2

出典：国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」

中津川市

総人口（人）

令和2（2020）年の総人口を100としたときの総人口の指数
市区町村名

岐阜県

岐阜市

大垣市

高山市

多治見市

関市

本巣市

美濃市

瑞浪市

羽島市

恵那市

美濃加茂市

土岐市

各務原市

可児市

山県市

瑞穂市

飛騨市

郡上市

下呂市

海津市
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岐阜県における人口減少の推移

年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

1,978,742 1,901,307 1,819,881 1,734,135 1,645,767 1,556,632 1,468,392

100.0 100.0 92.0 87.6 83.2 78.7 74.2

出典：国立社会保障・人口問題研究所
「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」

総人口（人）

令和2（2020）年の総人口を100としたときの総人口の指数
市区町村名

岐阜県

25,881 26,082 26,052 25,828 25,417 24,833 24,133

100.0 100.8 100.7 99.8 98.2 96.0 93.2

22,208 21,692 21,017 20,287 19,536 18,802 18,063

100.0 97.7 94.6 91.3 88.0 84.7 81.3

26,882 24,810 22,712 20,561 18,431 16,366 14,417

100.0 92.3 84.5 76.5 68.6 60.9 53.6

26,402 25,126 23,782 22,404 20,999 19,583 18,195

100.0 95.2 90.1 84.9 79.5 74.2 68.9

6,610 5,958 5,334 4,717 4,133 3,591 3,105

100.0 90.1 80.7 71.4 62.5 54.3 47.0

18,585 17,597 16,473 15,295 14,129 13,016 11,943

100.0 94.7 88.6 82.3 76.0 70.0 64.3

9,654 9,513 9,133 8,721 8,280 7,787 7,289

100.0 98.5 94.6 90.3 85.8 80.7 75.5

14,355 13,752 13,065 12,337 11,625 10,904 10,182

100.0 95.8 91.0 85.9 81.0 76.0 70.9

19,529 17,389 15,512 13,706 11,993 10,449 9,033

100.0 89.0 79.4 70.2 61.4 53.5 46.3

22,041 20,974 19,778 18,547 17,263 15,948 14,650

100.0 95.2 89.7 84.1 78.3 72.4 66.5

23,360 21,597 20,525 19,377 18,157 16,918 15,679

100.0 92.5 87.9 82.9 77.7 72.4 67.1

18,139 17,905 17,538 17,071 16,527 15,911 15,217

100.0 98.7 96.7 94.1 91.1 87.7 83.9

8,071 7,885 7,667 7,395 7,070 6,715 6,378

100.0 97.7 95.0 91.6 87.6 83.2 79.0

5,626 5,443 5,255 5,051 4,843 4,628 4,422

100.0 96.7 93.4 89.8 86.1 82.3 78.6

9,860 9,436 8,985 8,518 8,045 7,572 7,100

100.0 95.7 91.1 86.4 81.6 76.8 72.0

3,402 2,994 2,638 2,300 1,986 1,696 1,429

100.0 88.0 77.5 67.6 58.4 49.9 42.0

10,195 9,352 8,523 7,728 6,960 6,216 5,514

100.0 91.7 83.6 75.8 68.3 61.0 54.1

7,412 6,515 5,698 4,961 4,305 3,677 3,098

100.0 87.9 76.9 66.9 58.1 49.6 41.8

2,016 1,784 1,565 1,378 1,214 1,063 911

100.0 88.5 77.6 68.4 60.2 52.7 45.2

17,516 16,833 16,082 15,242 14,353 13,463 12,578

100.0 96.1 91.8 87.0 81.9 76.9 71.8

1,511 1,380 1,260 1,140 1,039 950 861

100.0 91.3 83.4 75.4 68.8 62.9 57.0

揖斐川町

岐南町

笠松町

養老町

垂井町

関ケ原町

神戸町

輪之内町

安八町

白川村

大野町

池田町

北方町

坂祝町

富加町

川辺町

七宗町

八百津町

白川町

東白川村

御嵩町
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朝日新聞 記事 

下水処理場を廃止、合併浄化槽に転換した町 「全国初」の裏に危機感 

朝日新聞 贄川俊 2025 年 10 月 23 日 11 時 30 分 

 東京から新幹線と電車を乗り継ぎ約 3 時間、伊豆急下田駅からさらに車で 20 分の伊豆半島

の南端にある静岡県南伊豆町は、古くから海水浴客でにぎわう観光と漁業の町だ。 

 そんな町西部の入間地区では 2023 年、「漁業集落排水」と呼ばれる下水処理場を廃止し、

各戸に合併浄化槽を取り付ける個別処理に切り替えた。 

 地区に下水処理場ができたのは 1986 年。当時は海水浴客でにぎわい、おもに家族で経営す

る民宿が 48 軒あった。人口は 263 人だったが、8 月には 1 万人弱の宿泊者が来ていたことを

考慮し、一度に 1 千人分の汚水を処理できる施設と 1.6 キロの管路をつくった。総事業費 2

億 5 千万円は、国の補助金を使ったうえで、町が 6900 万円、地元が 1700 万円を負担した。

しかし、それから 30 年あまりが経って施設の大規模改修が必要になったころには、レジャ

ーの多様化で海水浴客は大幅に減っていた。人口も 161 人になり、民宿は 6 軒だけになった。

当時ほどの負担を地元に望むのは難しくなっていた。 

 18 年に始まった地区住民との話し合いで町が示した試算では、毎年の使用料や維持管理費

を除いた今後 75 年間の下水処理場や管路の更新費は 4 億 9 千万円。そのうち町が 1 億 2 千万

円、住民が 4400 万円を負担する見通しだった。 

 そこで町は、合併浄化槽への転換を提案した。浄化槽の設置費は 1 億円、処理場の解体や

排水管の工事に計 3 千万円ほどを見積もった。その後に浄化槽を更新しても、総費用は下水

道より 1 億円以上抑えられる計算だ。 

住民負担求めず浄化槽を設置 

 住民が払う使用料は今とほぼ変わらないうえ、人口減が進んだ場合に値上げが予想される

下水道より使用料が抑えられる可能性があった。国からの補助などもあり、町の負担も少な

くて済む。町は、浄化槽の設置に住民負担は求めないと説明した。 

 当時、入間地区で行政区長をしていた萩原勇さん（72）は「魅力的な提案で、異論は出なか

った」と振り返る。 

 ほとんどの住宅には浄化槽を埋設できるスペースがあり、下水道管の多くをそのまま使え

ることも転換を後押しした。 

既存の下水処理場を廃止して合併浄化槽に切り替えるのは全国初だった。 

 南伊豆町はいま、25 年前にできた町中心部などを通る公共下水道の廃止を検討している。

計画では 2200 人が利用するはずだったが、現状の利用者は 1100 人弱。1 ヘクタールあたり

9 人の計算で、採算ラインとされる 40 人を大きく下回り、年約 1 億 5 千万円の赤字になって

いるという。 

年 1.5 億円の赤字 公共下水道の廃止も視野 

町の人口は 40 年後に半分以下になる想定で、さらに赤字幅が広がる可能性が高い。 

 浄化槽への転換に関わっている町生活環境課の黒田利章主任主事は「早く手を打たないと

町の財政が持たなくなるかもしれない」。 

下水道整備のために国からもらった補助金の扱いが課題だが、町では間もなく公共下水道

についても試算を出し、転換に向けた判断をしたい考えだ。 
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能登地震で下水道破損 「ゼロから見直し」 

 石川県珠洲市では、昨年 1 月の能登半島地震で下水道設備がほぼ全域で破損したことを機

に、各地区ごとにシミュレーションをした。その結果、約 70 ヘクタールで下水道を使ってい

た宝立地区を合併浄化槽で整備することになった。 

 宝立地区は市役所のある中心部とは離れた地区で、独立した処理施設があった。50 年間で

みた場合、下水道が約 30 億円かかるのに対し、合併浄化槽はその半分以下で済む試算だった

という。 

 珠洲市の西靖典環境建設課参事は「そもそも合併浄化槽に変えるという発想がなかった。

結果的に地震でゼロから施設のあり方を見直す機会になった」と振り返る。 

7 月に廃止を決め、浄化槽の整備を進めている。 

下水道から浄化槽 全国の 97 自治体「転換する意向ある」 

 下水道事業はおもに自治体ごとに運営されている。下水処理場の新設や管路の設置には国

から補助金が出るが、その後の汚水処理の維持管理にかかる費用は料金収入でまかなう独立

採算が原則とされている。料金収入が足りない場合、自治体が一般財源から補塡（ほてん）す

ることになる。 

 このため国土交通省は 10 年ほど前から、将来の人口変動を踏まえて下水道の整備計画を見

直すよう全国の自治体に促してきた。 

 今夏には、整備済みの下水道を合併浄化槽に転換する意向があるかを全国の自治体に調査。

すると、97 自治体があると答えたという。これを踏まえ、今後は整備済みの地域についても

見直しを促す方針だ。 

識者「甘い見積もりに気がつき始めた結果」 

 自治体の上下水道経営に詳しい総務省アドバイザーの菊池明敏さん（66）によると、見直

されている下水道計画は人口増加が続くと考えられていた 1990 年代につくられ、採算性も甘

く見積もられていたものが多いという。「計画の見直しは、人口減少で採算がとれないことに

自治体が気がつき始めた結果だ」とみる。 

 一方で、今年 1 月にあった埼玉県八潮市の道路陥没事故では、老朽化で下水道管が破損し

た場合の社会的リスクも顕在化した。菊池さんは「下水道事業はこれから老朽化による更新

期を迎えて多額の費用がかかるため、自治体財政に大きな負担になる可能性がある。既存施

設の見直しも含めて、合併浄化槽への切り替えは今後も進むだろう」と話した。 
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清掃前点検に関する資料 

１．廃棄物処理法の解説（昭和 47年 4月初版発行） 

編集：厚生省水道環境部 発行：（財）日本環境衛生センター 

廃棄物処理法 第 9条 し尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を

管轄する市町村長の許可を受けなければならない 

施行規則 第 7 条 9  し尿浄化槽の点検及び清掃の記録を二部作成し、一部をし尿浄化槽の管理者に

交付し、一部を自ら三年間保存すること。 

解説⑩  第 9号でいう点検は、保守点検業者の行う点検ではなく、清掃業者が清掃に先立って行う点

検をいうものであるが、これらの記録の作成は、し尿浄化槽を一時的、単発的にみて清掃行為を

行うのではなく、経時的に管理する必要性から義務付けられているものである。 

２．浄化槽法 

第 35条（許可） 

  浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受け 

なければならない。 

第 36条（許可の基準） 

  市町村長は、前条第１項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなけ 

れば、同項の許可をしてはならない。 

１ その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請書の能力が環境省令で定める技術上の基準に適 

  合するものであること。 

３．浄化槽法の解説 （平成 7年 9月初版発行） 

監修：環境省浄化槽対策室 発行：（財）日本環境整備教育センター 

浄化槽法 施行規則 

第 11条 法第 36条第 1号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。 

１ スカム及び汚泥厚測定器並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し

に適する器具を有していること。 

２ 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚

泥、スカム等の引き出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。 

解説② 清掃は、保守点検業者の行う点検結果に基づいて清掃業者が行うものであるが、清掃業者が清

掃を適正に行うためには、単に清掃のみを行うばかりでなく、自ら当該浄化槽の機能を知っておく必

要がある。そのため、機能点検を行うための測定器具についても第 1号及び第 2号に掲げられている。 
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浄化槽清掃前点検に使用する道具 

浄化槽法施行規則 

第 11条 
備考 

① 透視度計 

② 水素イオン濃度指数測定器具 ｐH計 

③ 温度計 

④ スカム厚測定器具

⑤ 汚泥厚測定器具 

⑥ 

自吸式ポンプその他の浄化槽内

に生じた汚泥、スカム等の引き

出しに適する器具 

バキューム車 

汚泥沈殿試験器具その他の浄化

槽内に生じた汚泥、スカム等の

引き出し後の槽内の汚泥等の調

整に適する器具 

・SV計

・通常、小型合併浄化

槽は対象外。 

・施行規則第 3条 5項

の対象のみ使用。 
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流量調整 無 停止 ・
所見

空気逃し 無 停止

停止 ・

C 10度～19度 42

・

停止・全閉から

D 10度未満 89
回転

BOD（mg/ℓ）

A 30度以上 13

漏　　水 無

B 20度～29度 20

設備異常 無
R06/07/13（法→保）
・法定検査判定結果　適正

R06/09/19（保→清）
・ 油の流入を確認したため、設置者に

使用上の注意について説明
・ 設置者に油処理剤の使用を推奨

R06/11/13(清→保）
・ 再度油の流入を確認したため、設置者に

使用上の注意について説明
R07/07/10（法→保）
・法定検査判定結果　適正

ランク 透視度範囲

循環水量 無 停止 ・ 1.0
（法基準）

移送水量 無

清掃時の確認及び調整 ３業種の申し送り事項 　透視度とＢＯＤの相関関係

透視度 50 度/ ｐH 7.2 ）

[ ]
㎥

C ：   4．0％
 2,918基

洗 浄 水 0.20
㎥ D ：   0．3％

 236基
引 抜 総 量 2.10

㎥
透視度ランク

処 理 場 投 入 量 0.80
㎥

A
張 り 水

再生水 （

水道水 ・ 処理水 ・ その他

設 備 洗 浄
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋及び枠　・　配管及び装置類

槽内壁等　・　流入升　・　放流升 50度

※スカム厚測定 ２ｃｍ以下は目視

２ 次 処 理 装 置 0.40
㎥

Ｂ ：   3.3％
　2,441基流 入 ・ 放 流 ポ ン プ 槽

１ 次 処 理 装 置 第 ２ 室 0.75
㎥

Ａ ： 92．4％
　67,419基

㎥

14 361

清　掃　項　目 清掃汚泥量 水処理グラフ

１ 次 処 理 装 置 第 １ 室

今 回 清 掃 時 50 7.15 23.3 1 20

0.75
㎥

透視度ランク 今回 法定
岐阜県内

合計：73,014基

2 27 18 45

0 7 5 170

保守 R07/09/19 50 7.23 25.5

法定 R07/07/10 50 7.43 23.4

1 15 1 26 16 43

14 0 23

2 27 18 45

スカム厚 堆積汚泥 スカム厚 堆積汚泥

保守 R07/05/12 42 7.14 21.8

保守 R07/01/07 35 7.02 20.6

0 11 0 18 8 28

生涯機能保証登録 他
ブロワ型式 MAC60R　/　 　- ｼｰﾙ№ 1234 /   -

修理履歴
Ｈ31.02.13

ブロワ本体交換

経
時
的
デ
ー

タ

清掃 R06/11/13 7 6.51 22.6

測　定　項　目
（適 正 基 準）

処理水質 2次処理装置

1 26

6

透視度
（30度以上）

ｐH
（5.8～8.6）

水温 スカム厚 堆積汚泥

1次処理装置２室 １次処理装置１室

消毒薬名称 ハイライトＬ-90

処理方式 小型合併　性能評価型　窒素除去型 付帯設備 流入・放流・油脂分離槽・無 みず再生施設 － 人槽 5人

Ｈ27.06.20
ブロワ部品交換

実使用
人員 4人

登録№ 岐12-32345 警報器№ F2345689

清 掃 業 者 名 　環境清掃㈱ 電話番号 058-274-0567 担当者名 環境一郎

設 置 場 所

浄 化 槽 管 理 者 ( 設 置 者 ) 　佐藤　治郎　様 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13-6 電話番号 058-274-0617

058-274-0617
使用者名又は施設名称

　佐藤　治郎　様 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13-6 電話番号

保 守 点 検 業 者 名 　浄化槽管理㈱ 電話番号 058-275-2712

設 置 浄 化 槽 情 報
メーカー名 フジクリーン工業㈱ 型式 ＣＥ 容量 2.063㎥ 水道種類 水道・井水等

Ｈ27.12.01ら く ら く 番 号 1234570 行政番号 Ｈ27.10.0157852 建築物用途 住宅 設置日 契約日

合併処理浄化槽清掃記録票 （２０人槽以下） 
サ

イ

ン3年間保存

清 掃 実 施 日 令和7年11月14日 作業時間 14：30 ～ 15：15（45分）
契約種別 らくらく ・ 単契約

天候 晴 地図番号 10Ａ-1

ℓ/分

ℓ/分

ℓ/分

★☆

㎝ ㎝㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

度

度

度

度

度

度

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝ ㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

℃

℃

℃

℃

℃

℃

㎝

過去の維持管理の結果がスクロールにて

確認ができる

赤枠内をタブレット上で入力する

(水質、引き抜き、申し送り欄)

水処理グラフと浄化槽の現在の

透視度ランクが表示される。

度
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11/13 循環水量、変更しませんでした。 検査結果　　R07/07/10  適正 ・ 不適正
11/13 全量引抜きを実施しました。 判定基準　 　透視度15度未満（不可）

マンホール等の破損状況 担体の状況（摩耗等）

スラブの変形・破損等 衛生害虫の発生状況 担体の流動状況

躯体の変形・破損・浮上・沈下・水平 臭気の発生状況 担体の充填状況

荷重（槽上部）の状況 槽内水の越流状況 担体の状況（摩耗等）

漏水の状況 水位上昇の状況 ろ過装置流入部の水位

雨水・土砂の混入の状況 短絡水流の状況 逆洗装置の作動状況

管渠の破損・接合状況 逆洗装置の設定

雨水・地下水・土砂の流入状況 流入水の状況（異物・油脂類の混入） 担体の充填状況

流入管渠の勾配の状況 第1室の状況 越流せきの水平・固定状況

放流管渠の勾配の状況 第2室の状況 スカムの状況

放流先からの逆流状況 移流口等の状況 汚泥の堆積状況

ブロワの作動状況 ばっ気の状況 スカム・汚泥の状況

ブロワフィルターの状況・掃除等 ばっ気撹拌の状況 消毒剤の接触状況

制御・安全機器の作動状況 空気配管等の状況（閉塞・破損） 自動制御機器の作動状況

ブロワ停止警報器の作動状況 微小後生動物の増殖状況 流入ﾎﾟﾝﾌﾟ№1の作動状況

埋設空気配管の閉塞・破損の状況 発泡の状況 流入ﾎﾟﾝﾌﾟ№2の作動状況

循環装置の作動状況 接触材・移流部の状況 放流ﾎﾟﾝﾌﾟ№1の作動状況

汚泥移送装置の作動状況（逆洗時） 剥離汚泥の状況 流入ﾎﾟﾝﾌﾟ№2の作動状況

流量調整装置の作動状況 生物膜の状況 配管及び配線（漏電等）の状況

配管内スライム付着状況・洗浄等 逆洗装置の作動状況 スカム及び汚泥の堆積状況

/ / 分/

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 その他清掃への申し送り事項 A 30度以上 13

・ 油の流入を確認したため再度、設置者に使用上の注意について説明
・ 設置者に油処理剤の使用を推奨

B

3

20度～29度 20

C 10度～19度 42

D 10度未満 89

A
50度

透視度とＢＯＤの相関関係
（放流基準BOD 20mg/ℓ）

透視度ランク
1次処理装置2室 　全量・堆積汚泥 漏水箇所 　1次処理（1室・2室）・2次処理・ポンプ槽

確認・依頼事項

引
抜
方
法

1次処理装置1室 　全量・堆積汚泥 強制撹拌 　1次処理（1室・2室）・2次処理

2次処理装置 　全量・堆積汚泥・生物膜保護 その他確認 　隔壁破損・配管類破損・ろ材設備・ポンプ故障 ランク 透視度範囲 BOD値

回転
3.改善点があります。

逆洗タイマー
回 日 分 回回

無・有
回 / 日

空気逃がし 停止 ・ 全閉から 回転 無・有  停止・全閉から

流量調整量 無・有  停止

2.機能回復のための調整、処置を行い
ました。このままご使用ください。

移送水量 無・有  停止 ・

・

循環水量 1.0 1.0 1.0 無・有  停止 ・

項目
点検時の運転調整内容 次回清掃時の設定

 1.処理水質、設備に異常ありません。
前回設定値 調整前 調整後 変更の有無 内　容

各装置
の状況

A
接    触
ばっ気槽

A /
/ A /

　清掃への申し送り事項 保守点検の結果及び、報告事項

A /
A

/ A /
A A /

A /

ブロワ
・

制御機器
・

空気配管

A /
消毒槽

A
A

好気性
生　物
反応槽
（共通）

1  次
処 理

（共通）

A /
A A

沈 殿 槽
・

処理水槽

/
A A B

A A
/ A

流   入
・

放   流
ﾎﾟﾝﾌﾟ槽

/
A

A /
A A A /

管 渠

A 隔壁・内部設備の破損状況 A A /
A

A A B

A A /
A B B /

点 検 項 目 及 び 作 業 内 容

躯 体
・

スラブ
・

マ ン
ホール

A

各単位
装   置
(共通)

1次処理 2次処理

担　体
流動槽

/
A

A A A

生　物
ろ過槽

/
A A

今回 1785.9 0.82 8 4 ＋・－ 2.0 1.0 -

07/10 1728.5 0.83 - - ＋ - - -

6 ＋ 1.0 1.0 -

05/12 1671.1 0.83 7 5 ＋ 1.0 3.0 -

NH4-N PO4-P
残 補充

11/13 - - - -

水道ﾒｰﾀｰ
読み値

日平均
汚水量

消毒薬
NO2-N NOx-N

＋ - - -

01/07 1613.7 0.82 6

62 / -

清掃からの申し送り事項 法定検査との申し送り事項

7.5 1 26 15 7.6 16

7.6 0

経
時
的
デ
ー

タ

清掃

43 4今回保守点検時 50 7.23 0.1 25.5 3.6 1 15 22

8 28 4

35 7.02 0.3

18 45

62 / -

法定 R07.07.10 50 7.43 0.1 23.4

24 7.7 0 18 13 7.2

- / -23 15 7.4 14 36 43.4 1 14 20

65 / -

保守 R07.05.12 42 7.14 0.2 21.8 3.0 0 11

7 18 7.5 5 17 43.8 0 6 22 7.9 0保守 R07.01.07

4 - / -1 26 1 27R06.11.13 8 6.51 22.6

測　定　項　目
（適正基準）

20.6

ブロワ
風 量透視度

(30㎝以上)
ｐH

(5.8～8.6)
残留塩素 槽内水温 DO スカム厚 堆積汚泥

流出水
透視度

ｐH

処理水質 2次処理装置 1次処理装置2室 1次処理装置1室
実使用
人員スカム厚 堆積汚泥 スカム厚 堆積汚泥

流出水
透視度

ｐH

Ｈ27.06.0
ブロワ部品交換

-
登録№ 岐12-32345 警報器№ F2345689

認定 消毒薬名称 ハイライトＬ-90

生涯機能保証登録 他
ブロワ型式 MAC60R　/　 - ｼｰﾙ№ 1234 / 　　-

修理履歴
Ｈ31.02.13

ブロワ本体交換

5人 容量 2.063㎥ 処理方式

住宅

小型合併　性能評価型　窒素除去型

付帯設備 流入・放流・油脂分離槽・無 水道種類 水道・井水等 みず再生施設

清 掃 業 者 名 　環境清掃㈱ 電話番号 058-274-0567

設 置 浄 化 槽 情 報
メーカー名 フジクリーン工業㈱ 型式 ＣＥ 人槽

使用者名又は施設名称
　佐藤　治郎　様 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13-6 電話番号 058-274-0617

保 守 点 検 業 者 名 　浄化槽管理㈱ 電話番号 058-275-2712 担当者（管理士番号） 清流　太郎 (123456) 

設 置 場 所

浄化槽管理者(設置者) 　佐藤　治郎　様 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13-6 電話番号 058-274-0617

設置日 Ｈ27.9.1 契約日

 合併処理浄化槽保守点検記録票 （２０人槽以下） サ
イ
ン

ご不在3年間保存

保 守 点 検 実 施 日 令和７年９月１９日 作業時刻 9：46 ～ 10：21（35分）
契約種別 らくらく ・ 単契約

天候 晴 地図番号 10Ａ-1

Ｈ27.11.1ら く ら く 番 号 1234570 行政番号 57852 建築物用途

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

℃

℃

℃ ㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

L/分

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

L/分

L/分

L/分

L/分

L/分 L/分

L/分

L/分

㎎/L

L/分

L/分

L/分

○

㎝㎝ ㎝ ㎝℃ ㎝㎎/L ㎎/L

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝ ㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

錠

錠

㎝ ㎝ ㎝℃

㎎/L

L/分

L/分

L/分

L/分

L/分

人

人

人

人

人

㎥

㎥

㎥/日

㎥/日

㎥/日㎥

㎥ ㎥/日

㎥/日㎥

錠

錠錠

錠錠錠錠

錠

㎎/L ㎎/L

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝㎝

㎝

㎝

㎝

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎝㎝ ㎝ ㎝㎝㎎/L ㎎/L

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝ ㎝

㎝

㎝

㎝

㎝
L/分

L/分

L/分

L/分

人

人

人

人

㎝

㎝

㎝

㎝

㎝

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

㎎/L

錠㎥

㎥

㎥/日

㎥/日

㎥/日㎥

㎥ ㎥/日

錠

錠錠錠

過去の維持管理の結果がスクロールにて

確認ができる

赤枠内をタブレット上で入力する。

( 水質、点検結果、申し送り欄 )

浄化槽の透視度ランクが表示される。

㎝㎝㎝㎝

㎝
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 【保守点検からの返信】

循環水量、変更しませんでした。

 検査結果 適正 9/28 全量引抜きを実施して下さい。 11/13 全量引抜きを実施しました。

 4．前回の検査結果と３業種間の申し送り事項

前 回 検 査 結 果 と 保 守 点 検 か ら の 返 信 保 守 点 検 か ら 清 掃 へ の 申 し 送 り 清 掃 か ら 保 守 点 検 へ の 申 し 送 り

 検査日 令和6年7月13日 9/28 循環水量、変更しないで下さい。 11/13

（　 ） （　 ） （ 　）(11)その他の特殊な排水の流入状況 良  (23)隔壁、仕切板及び移流管（口）の固定状況 良 （　 ）

(9)雨水の流入状況 良  (22)越流せきの固定状況 ―  (74)処理水と消毒剤の接触状況 良

(8)浄化槽上部及び周辺の利用または構造の状況 良  (21)消毒設備の固定状況 良  (73)消毒剤の有無 良

(7)嵩上げの状況 良  (19)逆洗装置及び洗浄装置の固定状況 良  (66)汚泥の流出状況 良

(5)溢流の状況 良  (18)循環装置の固定状況 良  (64)放流ポンプ槽の汚泥の堆積、スカムの生成状況 ―

(4)漏水の状況 良  (17)汚泥返送装置及び汚泥移送装置の固定状況 ―  (62)消毒槽の汚泥の堆積、スカムの生成状況 良

(3)破損または変形の状況 良  (15)ばっ気装置の固定状況 良  (28)増改築等の状況 良

(2)浮上または沈下の状況 良  (14)接触材、ろ材、担体等の固定及び保持状況 良  (27)送風機の設置状況 良

判断

(1)水平の状況 良  (13)ポンプ設備の固定状況 ―  (26)流入管渠及び放流管渠の設置状況 良

 3．外観検査　全75項目のうち下記の検査項目を特出しています。

 検査項目 判断  検査項目 判断  検査項目

判　 　断 良 良 良 良

0.83
度 ㎎/L ℃ ㎎/L cm 度 cm cm cm

20 0 23 14 14
cm

cm

今回法定検査時 50 7.43 0.1 23 3.2 14

8 8保守 令和7年5月12日 42

経

過

法定 令和6年7月13日 50

保守 令和6年9月28日 8 6.42 0.3 14 0.2

cm 度 0 7

0.83度 ㎎/L ℃ ㎎/L cm 度 cm3.0 11 24 0 187.14 0.2 22 cm cm

5 5 0.82cm cm cm cm

cm

保守 令和7年1月7日 35 7.02 0.3 20 3.8 6 22

18 18 -度 ℃ cm 度 cm cm cm26 2 27清掃 令和6年11月13日 7 6.51 22

度 ㎎/L ℃ 15 0.83cm cm cm cm6

22 0 23 14cm

cm 度 1 26 16 16

0.8214 cm度

度 ㎎/L ℃ ㎎/L

度 ㎎/L ℃ ㎎/L

㎎/L

日平均
汚水量

透視度 ｐH 残留塩素 水温 DO 堆積汚泥
流出水

スカム厚 堆積汚泥
（㎥/日）

cm cm cm

内　容 良

 2．水質検査

測　定　項　目
処　理　水　質 2 次 処 理 装 置 １ 次 処 理 装 置 2室 1次処理装置1室

スカム厚 堆積汚泥
透視度

7.43 0.2 20 3.8 14

◆検査結果 1．書類検査

適正

透視度
ランク

検 査 項 目  保守点検 清掃

記録の保存

良

50度

有 有

A
回　数 3回／年 1回／年

 らくらく契約日 平成27年12月1日  警報器No. F2345689

 保守点検業者名
 浄化槽管理㈱

 清掃業者名
環境清掃(株)

 作業予定月　 　 1月　5月　9月  作業予定月　 　11　月

 工事業者名 浄化槽設備㈱  みず再生施設

 管轄行政機関 岐阜市　自然環境課  生涯機能保証登録No.  岐12-32345

 付帯設備 無  型式  CE

 水道の種類 水道  処理目標水質  BOD　20㎎/L以下

 建築物用途 住宅  処理方式  小型合併 性能評価型　窒素除去型

 放流先 側溝 メーカー フジクリーン工業㈱

4 人

 使用開始年月日 平成27年11月6日  構造区分  工場生産　新構造

 設置年月日 平成27年10月1日  処理対象人員 5 人  実使用人員

 設置場所　名称  佐藤　治郎  設置場所　住所 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13-6

指定検査機関
岐阜県岐阜市六条大溝4丁目13-6

一般財団法人 岐阜県環境管理技術センター

佐藤　治郎 様 　〒500-8357 岐阜市六条大溝4丁目13番6号

岐阜支所 TEL 058-276-0321

 浄化槽法定検査結果書（１１条検査） 　　　発行日　令和7年7月10日　

〒　500-8357 　 検査日時 令和7年7月10日 10：23～10：56

浄化槽№ 1234570
 検査員　桐谷　三郎

浄化槽の透視度ランク

が表示される。

赤枠内をタブレット上で入力する。

水質、検査結果、申し送り欄

過去の維持管理の結果スクロー

ルにて確認ができる
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 2025 岐阜大会 

人口減少と「戸別下水道」 

総務省・地方公営企業経営アドバイザー 

公益財団法人日本環境整備教育センター評議員 

青森県むつ市参与 

遠 藤 誠 作 

(元福島県三春町企業局長） 

令和 7 年 11 月 17 日岐阜グランドホテル 
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